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平成２７年度第３回宇都宮市個人情報保護運営審議会議事録 

 

１ 開催日時  平成２８年３月３０日（水） 

午前１０時００分から午前１１時２０分まで 

２ 開催場所  宇都宮市役所 １４Ａ会議室 

３ 出席者 

会 長   Ａ 

委 員   Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

事務局   行政経営部 行政経営課職員 

４ 会議の状況 

⑴ 開会 

事務局    ［開会］ 

本審議会は，宇都宮市個人情報保護条例に基づき，個人情報保護制度の適

正かつ円滑な運営を図るため，必要な事項を調査審議するものであります。 

是非とも，忌憚のない御意見をいただきたいと思います。 

本日は，電子計算組織の結合に係る諮問案件が１件と特定個人情報保護評

価に係る諮問案件が１件の合計２件について御審議いただくほか，個人情報

取扱事務の届出に係る事項の御報告がありますので，よろしくお願いいたし

ます。 

       それでは，会議に入らせていただきますが，会議の進行は会長にお願いい

たします。 

 ⑵ 審議 

会 長    それでは，早速，審議に入りたいと思います。 

本日は，諮問案件が２件ありますが，進め方としましては，まず，この２

件について，それぞれの実施機関から続けて説明していただき，それぞれの

質疑応答が終わった後に，まとめて審議をしたいと思います。 

       それでは，１件目の平成２７年度諮問第２号「証明書コンビニ交付システ
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ムの導入」について，実施機関から説明していただきたいと思います。 

       ［実施機関（税制課）入室］ 

会 長    では，所属とお名前をお願いします。 

       ［実施機関（税制課）自己紹介］ 

会 長    では，諮問の内容についての説明をお願いします。 

       ［実施機関（税制課）による諮問内容説明］ 

会 長    ありがとうございます。 

前回の審議会において，住民票等のコンビニ交付システムについては審議

をいたしましたが，今回は課税証明書と所得証明書のコンビニ交付システム

についての審議ということになります。 

       それでは，委員の皆様から質問等はありますでしょうか。 

Ｃ委員    住民票等のコンビニ交付システムについては，前回の審議会で審議して認

める旨の答申をしたが，このシステムは既に導入されましたか。 

実施機関   現在，システムの構築中でありまして，本年１０月を予定しております。 

Ｃ委員    今年１０月に住民票等のコンビニ交付システムの導入があって，それから

半年後に税証明のコンビニ交付システムが導入されるということでしょうか。 

実施機関   はい。 

Ｃ委員    栃木県内でも既にコンビニ交付システムを導入している自治体があると思

いますが，全国でも９９の自治体で導入済みということですが，既に導入し

ている自治体において何か問題や課題はなかったのでしょうか。 

また，課題があった場合には，どのように課題を解決したのかということ

について把握している情報があれば教えてください。 

実施機関   こちらで把握しているものとしては，個人情報の漏えいとは直接関係ない

と思いますが，本年３月の新聞報道で知り得たものとして，那須塩原市にお

きまして，本年１月から３月までにコンビニ交付をした税証明書のうち所得

証明書の３３通について，市長名が前の市長名で交付されてしまったという

ことは把握しております。 

この件については，証明書の効力には影響はないということでありますけ

れども，プログラムのミスといいますか，構築上の誤りがあったと聞いてお

ります。 
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会 長    今の回答に関連してお聞きしますが，那須塩原市においては，今年の１月

から３月までの間に３３通の利用があったということなのですか。 

実施機関   はい。 

会 長    コンビニ交付システムの導入の必要性との関係で，既に導入されている他

の自治体ではどれくらい利用されているのか知りたいのですが，那須塩原市

以外の自治体における利用件数などの利用状況について把握されている数字

があれば，参考までに教えてください。 

実施機関   他の自治体の利用状況について把握しているものはありません。 

会 長    分かりました。 

       ほかに何か質問等はありますでしょうか。 

Ｅ委員    別紙１の④と⑤においてはＰＤＦファイルに返還されて，データが送信さ

れるようですけれども，例えば②や③においては，どのようなファイルの種

類のデータが送信されるのでしょうか。 

実施機関   別紙１のコンビニ交付の手続の仕組みについては，市民は，コンビニのキ

オスク端末でマイナンバーカードを使用して交付申請をしますので，マイナ

ンバーカードに記録された個人を特定する情報が②や③を経由して事業者デ

ータセンターに送信されまして，事業者データセンターの証明書発行サーバ

からは，その個人に該当する証明書データをＰＤＦファイルに変換して，コ

ンビニのキオスク端末に送信するという仕組みになっております。 

Ｅ委員    別紙１の②や③については，何らかのデータファイルというよりは，シス

テム上の情報そのものが送信されるようなイメージなのでしょうか。 

実施機関   申請の際に，例えば市役所の窓口のように申請書を書いて送信するという

ことではなく，システム上に入力した情報やその個人の認証データが送信さ

れるということになりますので，申請書をＰＤＦファイルに変換して書面に

して送信するということはありません。 

最終的な証明書の交付につきましては，別紙３や別紙４のとおり紙の形式

で交付しますので，別紙１の④や⑤のところではＰＤＦファイルの形式でデ

ータを送信していくということになりますが，申請につきましては申請書の

ような形式ではありませんので，ＰＤＦファイルのような形式で送信する必

要はありません。 
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Ｅ委員    コンビニのキオスク端末から送信するものは，電子ファイルというもので

はないのでしょうか。 

実施機関   電子ファイルを送るということではなく，申請情報をシステムに直接入力

するものなので，入力されたテキスト情報がそのまま送信される形式だと思

います。 

Ｅ委員    テキスト情報ということですか。 

実施機関   電子メールに例えれば，添付ファイルがないメールの本文そのものという

ことになります。 

Ｅ委員    その情報を事業者データセンターが受け取って，該当する人の証明書のデ

ータをＰＤＦファイルに変換してコンビニのキオスク端末に送信し，紙の証

明書が交付されるということですね。 

Ｂ委員    Ｅ委員の質問に関連して２点質問させていただきます。 

       １つは，別紙１の②と③の部分では個人情報の改ざんが問題になるのでは

ないかということで，Ｅ委員も御質問されたのではないかと思うのですが，

別紙１の④と⑤の部分では，改ざんのおそれはないと思いますが，個人情報

の漏えいだけが問題になるということで，２つの問題があるということだと

思われます。 

そこで，１点目の質問として，別紙１の②と③に関しては，指名された業

者における個人情報の改ざんの防止策を教えていただきたい。 

       それから，２点目の質問ですが，コンビニで税の証明書を交付するという

のは非常に便利でありがたいと思いますが，税の証明書の交付を申請するの

は，若い人ではなく，ほとんど中年以降の人ではないかと思われるので，キ

オスク端末の操作に慣れているかどうか分からないから，端末の操作に関し

て問題が起きたときには，宇都宮市としてどのような体制で対応していくつ

もりなのか教えてください。 

実施機関   まず，個人情報の改ざんの防止策についてでありますが，別紙１の②の部

分にあります証明書交付センターを運営しております地方公共団体情報シス

テム機構がコンビニ事業者と全国一律で契約をする仕組みになっておりまし

て，その契約の中で，個人情報の改ざんの防止策についても講じられている

ものと考えております。 
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Ｂ委員    コンビニ事業者において証明書交付センターの広域交付サーバにアクセス

して，個人情報を閲覧したり，改ざんしたりすることができるようになって

いるのでしょうか。 

コンビニ事業者と証明書交付センターの間におけるセキュリティ対策はど

のようになっているのでしょうか。 

事業者データセンターについては，アクセスするのが地方公共団体なので，

ある程度信頼できると思うけれども，コンビニ事業者は民間業者なので，証

明書交付センターの広域交付サーバへのアクセスをどのように制限している

のか。あるいは，他の自治体においては，コンビニ事業者のアクセスをどの

ように制限しているのかということについて教えてください。 

実施機関   地方公共団体情報システム機構とコンビニ事業者の間の契約については，

市は直接関与しておりませんので，コンビニ事業者からのアクセス制限など

詳細については把握しておりませんが，地方公共団体情報システム機構にお

いて複数のコンビニ事業者との契約を一律の形式で行っておりますので，そ

の契約の中で，情報管理についても詳細に規定していると考えております。 

   また，コンビニにおいてキオスク端末を操作するのは，あくまでも申請さ

れる市民の方でありまして，基本的にコンビニの店員がキオスク端末の操作

に介入するということはないものと考えております。 

別紙１の②や③の送信を行う通信回線についても，一般の通信回線を使う

ということではなく，ＬＧＷＡＮ回線を使用いたしますので，外部から改ざ

んされるということはないものと考えております。 

Ｂ委員    改ざんだけでなく，名義の詐称，いわゆる「なりすまし」の対策について

はいかがですか。 

実施機関   本人確認については，キオスク端末への個人情報の入力だけでなく，マイ

ナンバーカードを使用した電子認証も併せて行うことになっておりますので，

いわゆる「なりすまし」も防止できると考えております。 

Ｂ委員    例えば，何らかの方法でマイナンバーカードを取得した第三者が，そのカ

ードを使用して，本人になりすましてコンビニ交付を受けるということはな

いのでしょうか。 

実施機関   マイナンバーカードを使用する際には，暗証番号の入力が必要となります
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ので，カードを取得されただけでは，コンビニ交付を受けるということはで

きないものと考えております。 

いわゆる「なりすまし」を防止するという点においても，マイナンバーカ

ードを使用される方には，暗証番号の設定において基本的には他に知り得な

いような番号にしていただくよう御注意いただきたいと案内しております。 

また，何らか理由があって御自分でコンビニに行くことができない方が，

信用できる第三者にマイナンバーカードを預けて，暗証番号も教えて，その

第三者が本人に代わってコンビニ交付を受けてきてもらうということができ

ないということではなく，第三者が本人に代わって証明書の交付を市の窓口

で受ける場合には，通常は第三者への委任の意思を確認するための委任状が

必要となりますが，コンビニ交付の場合には，マイナンバーカードを預けて，

暗証番号を教える行為が委任状の代わりになるものと考えておりますので，

本人からの委任を受けた第三者がマイナンバーカードを使用してコンビニ交

付を申請してくれば，交付せざるを得ないものと考えております。  

Ｂ委員    コンビニ事業者に対する指導や教育というのは，どのように行われている

のでしょうか。 

実施機関   コンビニ交付につきましては，コンビニに置いてあるキオスク端末を使用

して本人が交付申請をするものでありまして，本人がキオスク端末の操作方

法が分からない場合に店員が操作方法を教えることはあると思いますが，交

付申請そのものについては，基本的にはコンビニの店員は関与しないものと

なっておりますので，市としてコンビニの店員に対する個人情報に関する指

導や教育を実施するということは考えておりませんが，各コンビニ事業者に

おいては，キオスク端末の操作方法のほか，コンビニ交付の事務以外にも指

導や教育すべきことがあるのではないかとは思いますので，そのような内容

も含めた社員教育は実施されているのではないかと思われます。 

Ｂ委員    ２点目として質問したキオスク端末の操作に関して問題が起きたときの対

応についてはいかがですか。 

コンビニ交付の申請者が操作方法に関して困ったときには，端末に附属す

る電話をとると市役所のコールセンターにつながるとか，コンビニの店員に

聞くとか，どのような形のサポート体制がとられるのでしょうか。 
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実施機関   コンビニの各店舗の店員が，キオスク端末の操作方法が分からなかった場

合には，基本的には，各コンビニの本部に相談して対応していくものと考え

ております。 

Ｂ委員    宇都宮市だけの問題ではないかもしれませんが，端末の操作方法の問い合

わせは多数寄せられるのではないかと思うので，その問い合わせに一つ一つ

対応していたら非常に手間がかかってしまうのではないでしょうか。 

コンビニ交付の端末の操作方法に関する教育について，総務省などが実施

するようなことはないのでしょうか。 

コンビニは全国各地に多数あるので，それだけ便利にはなると思いますけ

れども，一方でトラブルも多くなるのではないかと思われますので，トラブ

ルにどのように対応していくのかについて，総務省などで考えているという

ことはないのでしょうか。 

実施機関   本市のコンビニ交付のサービスは始まっておりませんが，他の自治体のコ

ンビニ交付のサービスが始まってからこれまでの間に，事例の積み重ね等に

よりまして，コンビニ交付のトラブルへの対応についても改善している部分

はあるのではないかと思います。 

また，コンビニにおきましては，現在では，証明書の交付だけでなく，税

金や一般の使用料の収納なども行われておりまして，個人情報の取扱いにつ

いても増加しておりますので，コンビニの本部からの指導などがあるものと

考えております。 

個人情報の漏えいなどがないようにするための契約については，本市とコ

ンビニ事業者が１対１で締結するというものではなく，コンビニ事業者と地

方公共団体情報システム機構が締結しているというものになっております。 

Ｂ委員    ２点目の質問の趣旨は，コンビニは全国各地にたくさんあって便利だけれ

ども，トラブルもそれだけ多くなるのではないかと思われるので，トラブル

があったときの対応を，コンビニ事業者が対応するのか，あるいは自治体が

対応するのかということについて考えられているのかということです。 

例えば，銀行のＡＴＭでも，トラブルに備えて，近くに店員を配置したり

していますけれども，人を配置すれば，それだけ人件費がかかりますから，

全国各地のコンビニに自治体が人を配置するようなことは到底できないと思
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うので，コンビニ交付に関するトラブルの対応については，コンビニ事業者

に任せているということなのでしょうか。 

実施機関   トラブルの対応をだれがするのかということについては，そのトラブルの

内容によって変わってくるものと考えております。 

証明書そのものの内容や証明書の交付の可否などに関するトラブルにつき

ましては，本市として対応することになるのではないかと思いますが，例え

ば，紙詰まりなどのキオスク端末の操作方法に関するトラブルにつきまして

は，コンビニ事業者が対応するものと考えております。 

Ｄ委員    宇都宮市でも，先行的に，税金のコンビニ収納を導入されていると思いま

すが，コンビニ収納において，トラブルがあったとか，そのトラブルに対し

て対応した例とかはあるのでしょうか。 

実施機関   ありません。 

Ｄ委員    コンビニ収納においてトラブルがないということは，コンビニ交付におい

てもそれほど多くのトラブルは発生しないのではないかと考えられるのでし

ょうか。 

実施機関   そのように考えております。 

会 長    コンビニ収納で税金を支払うときは，例えば，自動車税の支払いの場合だ

と，納税通知書をコンビニの店員に提示して，店員に直接支払うことになっ

ていますから，コンビニ交付のように市民がキオスク端末を直接操作して交

付するわけではなくて，店員とやりとりしますので，当然個人情報について

も店員が知り得ることになるわけですから，コンビニ収納の方がより個人情

報の取扱いに関しては慎重にしなければならないということになるのでしょ

うか。 

実施機関   はい。 

Ｃ委員    Ｂ委員の質問に関連して質問させていただきます。 

現在は高齢者が多く，高齢者は機械操作に慣れていないため，マイナンバ

ーカードを取得したとしても，コンビニのキオスク端末の操作方法が分から

ず，思うように証明書の交付が受けられないということになるのではないで

しょうか。 

高齢者がキオスク端末の操作方法が分からないときに，果たしてコンビニ
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の店員はどの程度まで操作に関与できるのか，どの程度まで指導できるのか

ということが一番の問題ではないかと思います。 

コンビニの店員が関与又は指導できる範囲又は程度の範囲が明確になって

いれば，個人情報の漏えいの問題は少なくなるのではないかとは思いますけ

れども，コンビニの店員の関与又は指導の範囲がどのようになっているので

しょうか。 

私は，コンビニでキオスク端末を使用した経験があるけれども，最初は少

し戸惑いました。 

コンビニの店員に操作方法を質問しても，コンビニの店員は「操作は，自

分で行ってください」と言って，一切関与してくれませんでした。 

何度かキオスク端末を使用してみて分かったけれども，コンビニ交付につ

いても，コンビニの店員が操作方法の全てに関与してしまうと，個人情報を

知り得ることになってしまうので，関与の程度についての判断は非常に難し

いのではないでしょうか。 

一番大切なのは，コンビニの店員の関与又は指導の範囲がどのようになっ

ているのかということではないかと思いますが，いかがでしょうか。 

実施機関   キオスク端末の操作方法に関するコンビニの店員の関与又は指導の範囲に

つきましては，例えば，申請時の暗証番号の入力であれば，実際の入力は御

本人にしていただくとして，コンビニの店員が入力前に入力方法を指導する

ということはあるのではないかと思います。 

例えば，「各コンビニのキオスク端末のどのボタンを押せばいいのか」と

か，「各キオスク端末におけるコンビニ交付のサービスの申請がどの画面か

ら始まるのか」など，各キオスク端末の具体的な操作方法については，本市

として対応することは難しいと考えております。 

Ｃ委員    確かに，キオスク端末の操作方法については，市として対応することは難

しいのではないかと思います。 

しかし，コンビニ交付の利用者が，コンビニの店員にキオスク端末の操作

方法について教えてもらおうとしても，コンビニ事業者においても，個人情

報の取扱いについて非常に慎重になっているから，コンビニの店員は「自分

で操作してください。こちらは関与できません」と言って，教えてくれない
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のではないでしょうか。 

コンビニ交付については，便利で良いサービスだと思いますが，コンビニ

の店員側の操作方法への関与の範囲が明確になっていないと，利用者側も利

用が難しくなってしまうのではないでしょうか。 

コンビニ交付を既に導入している先進自治体においてどのように対応して

いるのか分からないし，先進自治体において問題なく運用できているのであ

れば良いのかもしれないけれども，コンビニの店員側の操作方法への関与の

範囲が明確になっていないと，高齢者の中にはキオスク端末の操作が難しい

ために，市役所に行かないと証明書の交付が受けられないということになっ

て，コンビニ交付が利用されないということになってしまうのではないでし

ょうか。 

実施機関   コンビニ業界も競争の世界ですから，利用客に対する気配りができる店か

そうでない店かによって差別されてしまっては困るので，社員教育には力を

入れているのではないかと思います。 

例えば，宅配便などをコンビニで受け取ることができるサービスがありま

して，先日，私もそのサービスを初めて利用してみたのですけれども，最初

は，コンビニの店員から「発券機で番号を取ってきてください」というよう

なことを言われて，端末の操作が分からなくて困ってしまいましたけれども，

改めて店員に相談したところ，端末の操作方法について手順を追って丁寧に

教えてくれまして，番号の発券をして，荷物を受け取ることができました。 

このような例もありますので，コンビニの店員にはある程度対応していた

だけるのではないかと考えております。 

Ｂ委員    議論の範囲が広くなってしまいましたけれども，コンビニ交付の導入に関

しては特に問題はないと思いますが，コンビニ交付の導入は平成２９年４月

からを予定されているということですので，その導入までには時間がありま

すから，キオスク端末の操作方法に関するコンビニの店員側の関与の範囲な

どについても調査していただいて，その情報を蓄積するようにしていただく

と良いのではないかと思います。 

会 長    ほかに質問がなければ，私から２点質問します。 

       １点目ですけれども，まず，コンビニで証明書の交付申請をして，証明書
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の交付を受けたという情報は，市にも蓄積されるのでしょうか。 

例えば，誰が，いつ，どのような証明書について，何通の交付を受けたと

いうような情報は，市でも確認できるようになっているのでしょうか。 

実施機関   はい。 

コンビニ交付を運用している地方公共団体情報システム機構から市に対し

て，市の証明書について誰が，いつ，何通の交付を受けたという情報がいた

だけることになっております。 

その情報を基に，集計や利用状況の把握もできるものと考えております。 

会 長    地方公共団体情報システム機構からもらう情報を基に利用状況の把握をし

て，今後，どのようにして利用者を増加させるかなどの対策の検討にも活用

されるということでしょうか。 

コンビニのキオスク端末においては，証明書データはすぐに削除されると

いうことですから，コンビニには個人情報は残らないけれども，市において

は利用件数なども把握できる状況にはなっているということでしょうか。 

実施機関   はい。 

会 長    ２点目なのですが，コンビニ事業者や，このシステムに関わるさまざまな

機関の関係者が，さまざまな処理をする中で，どのようにして適切に情報を

管理していくのかということが議論になっていると思いますけれども，市が

直接契約を締結するのは，別紙１の事業者データセンターを運営するシステ

ム事業者のみという理解でよろしいでしょうか。 

市と証明書交付センターやコンビニ事業者とは，どのような関係になるの

かということが分からないのですが，私の理解では，コンビニ事業者と市は

直接の契約関係にはないから，コンビニ事業者の職員に対する研修の詳細な

内容などを契約内容に盛り込めるものではないのではないかと思っておりま

して，コンビニ事業者の職員に対する研修内容などは，実際の契約当事者の

契約内容に盛り込むものではないかと理解しているのですが，コンビニ事業

者との直接の契約当事者というのは，別紙１においては誰になるのか教えて

ください。 

実施機関   別紙１の証明書交付センターを構築・運営する地方公共団体情報システム

機構がコンビニ事業者と直接契約を締結することとなっております。 
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会 長    地方公共団体情報システム機構と市は直接契約を締結するのでしょうか。 

実施機関   地方公共団体情報システム機構と市は直接契約は締結しません。  

   事業者データセンターを運用するシステム事業者が地方公共団体情報シス

テム機構と直接契約を締結し，システム事業者と市が直接契約を締結するこ

ととなっております。 

会 長    そのような契約関係の中で，どのように個人情報の保護を確保していくか

というのは，それぞれの契約の中で徹底していただくと理解して良いでしょ

うか。 

実施機関   はい。 

会 長    ありがとうございます。 

       ほかに何か質問等はありますでしょうか。 

Ｄ委員    参考までに１点質問しますが，個人情報の保護という観点ではさまざまな

対策が行われると理解しておりますけれども，コンビニ交付を導入する目的

となっているサービスの向上と証明書交付事務の削減ということについて，

以前審議した住民票などのコンビニ交付の関係では，約３人分の事務費が削

減できるという説明だったのですが，税証明のコンビニ交付の関係では，ど

の程度の人員の事務費が削減できると試算されているのか教えてください。 

実施機関   住民票などのコンビニ交付における人員削減効果と併せて試算をしたとこ

ろによりますと，今後，税証明のコンビニ交付がある程度利用されれば，平

成３３年頃には，住民票などの交付事務も含め，全体で約５名分の人員削減

効果が期待できるのではないかと試算されております。 

会 長    ほかに何か質問等はありますでしょうか。 

よろしいですか。 

       ［「特にありません」という人あり］ 

会 長    それでは，これで，平成２７年度諮問第２号についての質疑は終了します。 

       実施機関は退室してください。 

       ［実施機関（税制課）退室］ 

会 長    それでは，引き続き，２件目の平成２７年度諮問第３号「特定個人情報保

護評価における全項目評価書に係る適合性及び妥当性」について，実施機関

から説明していただきたいと思います。 
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       ［実施機関（市民課）入室］ 

会 長    では，所属と名前をお願いします。 

       ［実施機関（市民課）自己紹介］ 

会 長    では，諮問の内容についての説明をお願いします。 

       ［実施機関（市民課）による諮問内容説明］ 

会 長    ありがとうございました。 

       では，委員の皆様から質問等はありますでしょうか。 

Ｂ委員    それでは質問しますが，別添１の３ページの⑸のセキュリティ対策につい

ては，ほぼ完璧であると思いますけれども，このセキュリティ対策を管理者

はどのようにチェックし，検証していくのでしょうか。 

また，そのチェックや検証については，組織的に行うのでしょうか。 

どのような頻度で行うのかについても教えてください。 

個々のセキュリティ対策の内容については問題ないと思いますので，その

全体の検証をどのような頻度で誰が行っていくのかということについて教え

てください。 

実施機関   セキュリティ対策の検証の頻度につきましては，現在のところはシステム

自体を構築している段階でありまして，システム事業者との契約を締結した

ばかりですので，今後，システム事業者と詳細を詰めさせていただく中で，

どのような体制で相互にチェックしていくかについて決めていきたいと考え

ております。 

Ｂ委員    個人情報のプロテクトのプロセスとしてはほぼ完璧でありますが，このシ

ステムを悪意の人が運用するようなことも考えて，悪意の人が運用していな

いかどうかをチェックしなければならないのではないかと思います。 

実施機関   前回の審議会における住民票などのコンビニ交付の導入に関する審議のと

きにも，そのようなヒューマンエラーについての指摘又は指導をいただきま

したので，その点については，十分に注意しながら，システム事業者との協

議を進めてまいりたいと考えております。 

会 長    ほかに何か質問はありますでしょうか。 

Ｅ委員    実施機関の説明の趣旨としては，マイナンバーが含まれた情報を取り扱う

住民基本台帳に関する事務において，証明書コンビニ交付システムによる取
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扱いを追加することになったことから，別添１から３までの網掛け部分が変

更になったということだと理解しておりますが，網掛け部分が変更箇所に該

当するということは，何かであらかじめ定められているものなのでしょうか。 

別添１から３までの網掛けの部分だけが変更箇所に該当して，それ以外の

部分が変更箇所に該当しないということがよく分からないのですが，例えば，

別添３の４ページの⑦についても，いずれかの項目は該当するのではないで

しょうか。 

実施機関   資料の作成の手順といたしましては，まず，別添２の全項目評価書におい

てコンビニ交付システムの導入により変更となる部分を修正いたしまして，

次に，その変更した部分に関する点検項目について，別添３の点検結果報告

書において別添２の全項目評価書の変更点を踏まえて修正しておりまして，

別添３の点検結果報告書においてどの部分が変更箇所に該当することになる

かについては，別添２の全項目評価書においてどの部分を変更したかという

ことによるものとなっております。 

Ｅ委員    別添３においてどの部分がコンビニ交付の導入による変更箇所に該当する

かは，別添２を確認すれば，自ずと明らかになるということでしょうか。  

実施機関   はい。 

Ｅ委員    分かりました。 

会 長    ほかに何か質問等はありますでしょうか。 

Ｃ委員    別添２の再委託に関する記載について質問しますが，別添２の１８ページ

を見ると，既存住基システム修正業務については，富士通株式会社の栃木支

店が受託者となっていて，再委託すると記載されているけれども，別添２の

１９ページを見ると，証明書コンビニ交付システムの開発・保守・運用業務

については，株式会社ＴＫＣが受託者となっていて，再委託しないと記載さ

れております。 

再委託の有無の差異や違いは，なぜ生じるものなのでしょうか。 

業務量などによって生じるものなのでしょうか。 

実施機関   業務を受託する会社の組織によるものと考えております。 

富士通株式会社については，栃木支店が受託者になっておりまして，その

下に関連企業があるので，その関係で再委託することになっておりますけれ
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ども，株式会社ＴＫＣについては，自前のエンジニアが業務の全てに対応す

るので，再委託はしないということになっております。 

Ｃ委員    受託する会社の組織の形態によるということでしょうか。 

実施機関   はい。 

Ｃ委員    分かりました。 

会 長    ほかに何か質問はありますでしょうか。 

よろしいですか。 

［「特にありません」という人あり］ 

それでは，平成２７年度諮問第３号についての質疑を終了します。 

       実施機関は，退室してください。 

       ［実施機関（市民課）退室］ 

会 長    では，それぞれの諮問について説明していただきましたので，早速審議に

入りたいと思います。 

まず，平成２７年度諮問第２号の証明書コンビニ交付システムの導入につ

いて，皆様から御意見をいただきたいと思います。 

諮問事項としては，電子計算組織については，基本的には外部と結合する

ことは認められていないけれども，例外的に個人情報保護条例第９条第２号

による電子計算組織の結合の制限の例外というものに該当すれば結合するこ

とが認められることになっておりまして，その例外に該当するかどうかとい

うことについては，個人情報の保護が適切に講じられると認められ，さらに，

審議会の意見を聞いて，必要があると認めたときには例外とすることができ

るということになっておりますので，審議会では個人情報の保護が適切に行

われているかということと，電子計算組織の結合の必要性があるかというこ

とについて，御意見をいただければと思いますが，いかがでしょうか。 

Ｂ委員    私は，電子計算組織の結合の必要性については，業務の効率化と市民の利

便性の観点から認められるものと考えております。 

       個人情報保護の適切性については，キオスク端末の操作方法に関するコン

ビニの店員側の関与の問題など，これからさまざまな問題が出てくるのでは

ないかと思いますが，このような問題の情報について調査していただけると

いうことであれば，認めることとして差し支えないのではないかと思います。 
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会 長    ありがとうございます。 

       ほかの皆様はいかがでしょうか。 

Ｅ委員    私も電子計算組織の結合を認めることに賛成です。 

確かに情報漏えいということの可能性をゼロにするということはできない

と思いますけれども，電子化というのを我々も問われていると思うのです。 

キオスク端末についても，タッチパネルで分かりやすくなれば，高齢者に

対しても利便性が増すという可能性もありますし，電子計算組織の結合に関

する例外とすることについて賛成します。 

Ｃ委員    特に異議はありません。 

会 長    よろしいですか。個人情報の保護というところについては，非常に重要な

部分ですので，対策等は当然講じていただいているでしょうけれども，常に

そこについては注意を払いつつ，コンビニ交付システムについては，導入し

て進めていただきたいということで，諮問第２号については電子計算組織の

結合の必要性を認めるということでよろしいですか。 

       ［「はい」と言う人あり］ 

会 長    それでは，諮問第２号については，そのような方向で答申することといた

します。 

       続きまして，平成２７年度諮問第３号の特定個人情報保護評価における全

項目評価書に係る適合性及び妥当性についてでありますが，この諮問につき

ましては，全項目評価書について審議会の意見を聞くことが義務付けられて

おりますことから，諮問があったものとなります。 

実施機関から説明がありましたとおり，適合性・妥当性について実施機関

において全項目評価書を作成した上で，その評価書を自ら点検した結果の報

告をいただいており，これらの記載等について何か御意見等がありましたら

お願いします。 

Ｃ委員    別添２の全項目評価書については，平成２７年度第１回の審議会で審議し

まして，認めることにしたと思いますが，今回の諮問では，前回審議したも

のに証明書コンビニ交付システムの導入に関する部分を追加したということ

で，その追加部分についての審議ということだと思いますが，今回追加され

た部分についても，相応に配慮されていると認められますので，特に異議は
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ありません。 

会 長    ありがとうございます。 

ほかの皆様もよろしいですか。 

       ［「特にありません」と言う人あり］ 

会 長    平成２７年度第１回の審議会においては，審議会からの意見聴取の手続自

体についての御説明をいただいた上で，全項目評価書や点検結果報告書の内

容についての御説明をいただきました。 

今回は，証明書コンビニ交付システムに関する追加があった部分について

の審議ということですが，コンビニ交付における個人情報についても適切な

措置を講ずるということで，評価書等を作成していただいていると認められ

ますので，諮問第３号についても認めることとしてよろしいでしょうか。 

       ［「はい」と言う人あり］ 

会 長    ありがとうございます。 

       それでは，諮問第３号についても，そのような方向で答申することといた

します。 

以上で，諮問第２号及び諮問第３号に係る審議は終わりました。  

答申につきましては，本日の皆様の御意見を踏まえて，会長一任により作

成させていただき，委員の皆様には答申案を事務局から後日送付いたしまし

て，指定の期日までに内容を確認していただく手順で進めたいと思いますが，

よろしいでしょうか。 

［「異議なし」という人あり］ 

それでは，そのような手順で進めさせていただきますので，よろしくお願

いいたします。 

⑶ 報告 

会 長    それでは，次第の３の報告に移りたいと思います。 

個人情報取扱事務の開始，変更等に係る届出に関する報告について，事務

局のから説明お願いします。 

       ［事務局報告］ 

会 長    ありがとうございました。 

       それでは，報告に関して何か質問等はありますでしょうか。 
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Ｃ委員    １件質問します。 

別紙１の個人情報の取扱いを開始した事務の一覧表の中で，９番の男女共

同参画課が所管しているＤＶ等被害者情報管理事務については，事務の目的

が「各課が保有するＤＶ等被害者の情報を一元的に管理し，関係課で共有す

ることにより，ＤＶ被害者等の居所等が判別できる情報が加害者に漏えいす

ることを防ぐため」となっているけれども，この趣旨を詳しく教えてくださ

い。 

また，これに関連して，別紙３の個人情報の目的外利用・外部提供の一覧

表の中で，３２番から４３番までの目的外利用等をしようとする理由につい

ても「ＤＶ等被害者の情報を関係各課で共有することにより，ＤＶ等被害者

の居所等が判別できる情報が加害者に漏えいすることを防ぐため」となって

いるけれども，別紙１の９番と別紙３の３２番から４３番までの関係につい

ても詳しく教えてください。 

事務局    別紙１の９番についてでありますが，ＤＶ等の被害に関する相談につきま

しては，男女共同参画課が所管しております女性相談所が主に対応し，被害

者の情報を収集しているところでありますが，別紙３の３２番から４３番ま

での各課におきましても，所管事務における相談に対応する中で，ＤＶ等の

被害者から相談を受ける場合があり，このような場合には，これまでは各課

におきましてＤＶ等の被害者の情報を収集し，管理しておりまして，庁内で

その情報を共有しておりませんでした。 

このような中で，例えば，ＤＶ等の被害者の居所等の情報のみを把握して

いて，被害者であることを把握していない所管課に，ＤＶ等の加害者が被害

者の居所等を調べに来た場合におきまして，庁内の連携ができていないこと

によりまして，ＤＶ等の被害者の居所等の情報が加害者に漏えいすることが

懸念されておりまして，このような漏えいを防ぐために，今年度，男女共同

参画課が所管となりまして，各課の情報を一元的に管理し，その情報のうち

各課が必要とする部分についてのみ男女共同参画課が各課にフィードバック

するという事務を開始したところであります。 

別紙３の３２番から４３番までの目的外利用につきましては，各課でばら

ばらに収集し，管理しておりました情報を男女共同参画課に集約するための
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ものであります。 

Ｃ委員    これまでは，ＤＶ等の被害者の情報を各課がばらばらに収集し，管理して

いたけれども，これからは，男女共同参画課がその情報を一元的に管理する

ことにして，各課は男女共同参画課からその情報をもらって，庁内で共有す

ることにしたということでしょうか。 

事務局    はい。 

Ｃ委員    分かりました。大変良いことだと思います。 

会 長    ほかに何か質問はありますでしょうか。 

Ｅ委員    資料３の届出については，誰に対して届け出るものなのでしょうか。 

事務局    届出につきましては，実施機関が，個人情報を取扱う事務を開始しようと

するとき，当該事務を変更したり，廃止したりしようとするとき，又は，個

人情報の目的外利用や外部提供をしようとするときに，市長に対してあらか

じめ届け出ることとなっております。 

Ｅ委員    分かりました。 

会 長    私から１点だけ質問します。 

       資料３の１の⑶の目的外利用・外部提供のうち外部提供についてでありま

すが，資料３の２ページに外部提供に係る事務の類型が記載されておりまし

て，別紙３の一覧に記載されているものについては，全てこれらの類型に該

当するものとして，審議会に諮問を省略して，外部提供を行ったものと理解

しておりますが，これらの類型においては，ただし書で，個人情報の使用目

的の制限があるほか，個人の権利利益を不当に侵害するおそれのない場合に

限るとされております。 

別紙３の一覧に記載されているものについては，いずれもこれらのただし

書に照らした上で，類型に該当するものとして対応していただいたと思いま

すが，各課に外部から提供の依頼があったときに，個人の権利利益を不当に

侵害するおそれがあるのではないかということで問題になった事例や，外部

提供の依頼があった場合に，結果として提供した又は提供しなかったという

情報については，事務局で一元的に把握していたりするのでしょうか。 

事務局    今年度につきましては，正式に書面で警察や裁判所から照会があったもの

のうち，最終的に提供しなかったものはなかったと記憶しています。 
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ただし，例えば，裁判所などから子どもの個人情報の提供依頼があって，

その依頼の理由が，離婚の裁判の係争中というような場合には，子どもの個

人情報を提供することによって，その子どもに不利益が及ぶことがあるかも

知れないということについて，所管課から事務局に御相談いただいた上で，

結果として提供するかどうかを判断していただいております。  

会 長    外部提供をするかどうかを判断する過程で，ただし書の内容についても議

論した上で，対応しているということでしょうか。 

事務局    補足いたしますけれども，警察署から数多くの刑事訴訟法に基づく照会が

ありますが，警察からどのような捜査のために個人情報が必要なのかといっ

た使用目的などの情報について最初から教えていただけない場合がありまし

て，そのような場合には，必ず，所管課から警察に対して，どのような捜査

の目的で，どのような理由でその個人情報が必要なのかということについて

確認をしていただいて，その確認できた内容について，事務局でも精査させ

ていただいた上で最終的に提供するかどうかを判断していただいているとこ

ろでありまして，警察からも最終的にはある程度の情報は教えていただいて

いるという状況であります。 

会 長    ありがとうございます。 

提供の依頼があったら機械的に提供しているということではなく，個別に

必要性等を判断した上で，提供していただいているということですから，良

い形で運用していただいていると思いますし，引き続きそのような運用を行

っていただければと良いのではないかと思います。 

       ほかに何か質問等はありますでしょうか。 

よろしいですか。 

       ［「特にありません」と言う人あり］ 

会 長    それでは，個人情報取扱事務の開始，変更等に係る届出に関する報告につ

いての質疑を終了いたします。 

       次に，４のその他ですが，何か委員の皆様からありますでしょうか。 

よろしいですか。 

       ［「特にありません」と言う人あり］ 

会 長    それでは，事務局から何かありますでしょうか。 
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事務局    本日の審議会の議事録につきましては，後日準備ができ次第，委員の皆様

に郵送させていただきますので，御確認をお願いいたします。 

会 長    それでは，これで平成２７年度第３回個人情報保護運営審議会を終了いた

します。 

       本日はどうもありがとうございました。 


